
 

 

２０２５年度 天野工業技術研究所奨学金の概要 

 

（奨学金の概要） 

 この奨学金は、公益財団法人天野工業技術研究所から寄附された資金を基に、

国立高等専門学校機構が国立高等専門学校第５学年の学生を対象として、学生

ひとりにつき年額４８万円の奨学金を給付するものです。 

 

（奨学生の採用数、奨学金の給付額及び給付時期） 

○奨学生の採用数：１１０名 

○奨学金の給付額：年額４８万円 

○奨学金の給付時期：原則として７月及び１０月に２４万円ずつ給付 

          ※追加採用の場合は１０月に年額給付額（４８万円）を

一括給付 

 

（奨学生の義務） 

  奨学生として採用された場合、以下の義務が発生します。予め承知の上、申

請してください。 

（１）所属学校の規則等を遵守し、学業に精励すること 

（２）奨学金の受給を終えて、奨学金をどのように有効に使用したかについ

て及び卒業後の進路、将来の希望等に関する報告書の提出（２０２６年

３月に提出予定、４００字詰原稿用紙２枚程度） 

（３）その他、必要に応じて公益財団法人天野工業技術研究所または国立高

等専門学校機構が求める報告書等の提出 

 

（奨学生の応募要件） 

  人物、学業ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難と認められる者

のうち、以下の条件をすべて満たす者が申請することができます。 

  １．学業成績に関する条件 

  第４学年学年末の学業成績が所属学科内の上位４分の１以内の者 

  ※ただし規則第３条に定める資格要件をすべて満たす申請者が２名に不

足する場合は、不足する人数について、第３条本文、同条第二号及び第

別紙４ 



 

 

三号を満たし、４年次の学年末の成績が所属学科内上位３分の１である

者を推薦可。 

 ２．人物に関する条件 

直近３年間において懲戒処分を受けていない者 

  ３．経済的状況に関する条件 

   ２０２４年度後期授業料免除で授業料の全額免除を受けた者若しくは大

学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）に定める授

業料減免において第Ⅰ区分から第Ⅲ区分として認定を受けた者 

 

（奨学生の申請及び選考結果の通知） 

  申請を志望する場合は、別紙の「天野工業技術研究所奨学金給付申請書」に

必要事項を記入し、所属学校に提出してください。 

 奨学生候補者の選考は国立高等専門学校機構が行い、選考結果を７月頃に所

属学校を経て申請者に通知する予定です。 

 

（奨学金の停止及び取り消し） 

休学又は退学した等の場合、以降の奨学金の給付は停止となります。また、

資格要件の認定に当たって不正又は錯誤があった、あるいは奨学金辞退の申し

出があった等の場合、奨学金の給付は取り消すものとされ、国立高等専門学校

機構に給付された奨学金を速やかに返還することとします。 

 

（学業成績等の報告） 

 奨学生として採用された場合、学年末に出席状況及び学業成績が所属学校か

ら国立高等専門学校機構に報告されます。 

 


